
事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ２ 月 2 0 日 

 

 

   都 道 府 県 

  指 定 都 市 

   中 核 市 

   児童相談所設置市 

 

 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る児童自立支援施設通所部及び 

児童心理治療施設通所部の臨時的な取扱いについて 

 

 

今般、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合

等の対応について」（令和２年２月18日付事務連絡）を各都道府県・指定都市・中

核市民生主管部（局）宛てに発出しております。 

児童自立支援施設通所部及び児童心理治療施設通所部におかれましても、十分留

意した上で、御対応よろしくお願いいたします。 

なお、公衆衛生対策の観点からの休業が必要であると判断した場合における暫定

定員の設定については、個々の状況に応じた柔軟な取扱いが可能ですので、管内児

童自立支援施設及び児童心理治療施設、関係団体等に周知を図るようよろしくお願

いしたします。 

各 民生主管部局 御中 

（別添34）


